
 

 

知事の金融機関への要請について 

三菱マヒンドラ農機等の農業用機械事業からの撤退の影響を受ける 

県内中小企業の資金繰り等への配慮について 

 

 

 ３月２日に発表された、三菱マヒンドラ農機株式会社及びリョ―ノーファクトリー

株式会社の農業用機械事業からの撤退は、取引関係にある県内事業者等の経営に大き

な影響を及ぼすものと考えられます。 

こうした状況に対して、事業者が抱える不安や資金繰りへの影響に迅速かつ適切に

対応していくことが重要であるため、事業者の事業継続に向けて、下記のとおり金融

機関に対して、資金繰り等への配慮を要請しました。 

 

記 

１．要請先・日時（敬称略） 

３月１３日（金） 

   １２：５５ ～ １３：１５ 

  島根県銀行協会  会長 吉川 浩（山陰合同銀行 代表取締役） 

   １５：３０ ～ １５：５０ 

     日本政策金融公庫 松江支店 

  国民生活事業 融資課長  福田 真也 

中小企業事業 事業統轄  森田 和史 

農林水産事業 事業統轄  中村 賢 

   １７：００ ～ １７：２０ 

  島根県信用金庫協会  久保田 徴（しまね信用金庫 常務理事） 

 

２．要請内容 

  ・ 知事が別添の要請書を手渡し、内容について要請を行った。 

・ その後、担当課長（産業振興課長・中小企業課長）から、 

今回の特別な支援施策について説明した。 

令和８年３月１３日 

島根県商工労働部中小企業課（今田、田中） 

TEL:0852-22-6204、FAX:0852-22-5781 


